
霧島市条例第４６号 

令和元年１２月２７日 

 

霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

 

 

霧島市長 中重 真一 

 

 

 

 

 

霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成17年霧島市条例第144号）

の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「   「   

 １時間につき 220円   １時間につき 260円  

 １時間につき 550円   １時間につき 660円  

 １時間につき 330円   １時間につき 390円  

 １時間につき 220円   １時間につき 260円  

 １時間につき 220円   １時間につき 260円  

 １時間につき 310円   １時間につき 320円  

 １時間につき 390円   １時間につき 460円  

 １時間につき 120円   １時間につき 140円  

 １時間につき 440円   １時間につき 520円  

 １時間につき 240円   １時間につき 250円  

 １台につき 60円   １台につき 70円  

 １回につき 210円   １回につき 220円  

 １時間につき 200円   １時間につき 210円  

 １時間につき 150円   １時間につき 160円  

  」を   」に改める。 

 

 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


